
 

長岡ブロック渉外社員の兼務発令について 

 日本郵便（株）信越支社金融営業部は、（6 月 8 日）「長岡ブロック渉外社員の兼務

発令について」について地方本部に説明してきました。 

 

 本施策は、長岡ブロック内各局で主に保険関連商品及びゆうちょ商品を販売してい

る渉外社員の中から、営業スキルを有し、かつ、他の社員に営業指導を行える渉外社

員に対し、他局渉外社員と同行募集を行うことにより、営業スキル向上をはかるため、

ブロック内の郵便局に兼務発令を行うものです。 

 

 １．兼務発令社員 

  別添「支社資料②」のとおり 

 

 ２．兼務発令期間等 

 【発 令 日】２０１８年６月１８日（月） 

 【兼務発令期間】２０１８年６月１８日（月）～２０１９年３月３１日（日）まで 

 

 ３．その他については別添「支社資料①」を参照願います。 

 

 今回の施策実施にあたり、以下の３点を支社と確認しました。 

 （１）本施策の制度等について現場に丁寧に説明すること。 

 （２）本施策実施について、ルールを厳守すること（ルール①兼務同行頻度の厳守 

・②局実績は兼務先に１０、個人実績は按分すること・③兼務日以外のエリ 

ア外営業の禁止）。 

 （３）本施策終了後は、アンケート等を実施し、検証を行うこと。 

 （４）本施策において、募集品質向上や契約維持について指導すること。 

 

 当該支部においては、不適正な事例等が発生した場合は、支部対応を行うとともに

地方本部に連絡をお願いします。 

  

 【労使対応】 

  支部窓口 
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